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第１３節 危険な区域の除外 

 

１ 一般事項 

  開発区域内に、建築基準法による災害危険区域、地すべり等防止法による地すべり防止区域及び

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊危険区域等の土地を含んではな

らないことを規定しています。 

  これらの区域についてはそれぞれの規制法によって必要な危険防止措置が定められていますが、

そうした区域において市街化を進展させることは好ましくないとの理由から、開発行為を制限する

ものです。 

   都市計画法 

 （開発許可の基準） 

第 33条第 1項 

（８）主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用 

に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、開発区域内に建築 

基準法第 39条第 1項の災害危険区域、地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30号）第 3条第 1項の地すべり 

防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年法律第 57号）第 8条 

第 1項の土砂災害特別警戒区域その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まない 

こと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。 

 

 

   都市計画法施行令 

 （開発行為を行うのに適当でない区域） 

 第 23 条の 2 法第 33条第 1項第 8号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で定める開発 

行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44年法律第 57号）第 

3 条第 1項の急傾斜地崩壊危険区域とする。 

 

   建築基準法 

 （災害危険区域） 

第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定する  

ことができる。 

 ２ 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止 

上必要なものは前項の条例で定める。 

 

   地すべり等防止法 

 （地すべり防止区域の指定） 

 第３条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見を聞い 

て、地すべり区域（地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。） 

及びこれらに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘 
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発するおそれのきわめて大きいもの（以下これらを「地すべり地域」と総称する。）であって、公共の利害に密 

接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができる。 

 

  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

 （急傾斜地崩壊危険区域の指定） 

第 3条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長（特別区の長

を含む。以下同じ。）の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他

の者の危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発

されるおそれがないようにするため、第 7条第 1項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地

の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。 

 


